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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第71期

第１四半期累計期間
第72期

第１四半期累計期間
第71期

会計期間
自 2022年８月21日
至 2022年11月20日

自 2023年８月21日
至 2023年11月20日

自 2022年８月21日
至 2023年８月20日

売上高 (千円) 1,737,499 1,441,166 7,162,872

経常利益又は経常損失（△） (千円) 16,099 △152,302 99,933

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) 10,986 △107,829 62,202

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 460,000 460,000 460,000

発行済株式総数 (株) 6,000,000 6,000,000 6,000,000

純資産額 (千円) 5,237,854 5,133,669 5,274,367

総資産額 (千円) 7,474,262 7,126,560 7,247,146

１株当たり四半期（当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(円) 1.91 △18.68 10.78

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 12.00

自己資本比率 (％) 70.1 72.0 72.8
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２　持分法を適用した場合の投資損益につきましては、関連会社がないため記載しておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業内容について重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）経営成績の分析

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス問題が克服されていく中、景気に緩やかな持

ち直しの動きが見られた一方で、ウクライナ・中東情勢を契機とする原材料やエネルギー価格の上昇、急激な円安

の進行などにより、先行き不透明な状況が続いており、予断を許さない状況にあります。

印刷業界におきましては、Web化や公的部門においてペーパレス推進が本格化し印刷需要の減少が続くなか、競

争激化による受注価格下落の影響が顕在化するなど、引き続き厳しい状況が続いております。

　このような状況のもと、当社は引続き最新鋭の印刷機等設備導入により生産体制の強化を図るとともに、ＤＰ

（データプリント）サービスの製品開発やサービスの充実、販売マネジメントの強化による創注や原価構造改善に

積極的に取り組んでまいりました。

　この結果、当第１四半期累計期間の売上高は14億41百万円（前年同四半期比２億96百万円減、同17.1％減）とな

りました。利益面については、営業損失は１億51百万円（前年同四半期は17百万円の営業利益）、経常損失は１億

52百万円（前年同四半期は16百万円の経常利益）、四半期純損失は１億７百万円（前年同四半期は10百万円の四半

期純利益）となりました。

　

　品目別売上高につきましては、以下のとおりであります。

 
 

前第１四半期累計期間
（自　2022年８月21日
　至　2022年11月20日）

当第１四半期累計期間
（自　2023年８月21日
　至　2023年11月20日）

 
売上金額（千円） 売上金額（千円） 前年同期比

 
ＢＦ複合サービス 157,609 155,895 98.9%

 企画商印サービス 20,528 22,087 107.6%

 
ＩＰＤＰサービス 709,940 581,174 81.9%

 ＤＭＤＰサービス 849,420 682,008 80.3%

 
合　　計 1,737,499 1,441,166 82.9%
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（２）財政状態の分析

（資産）

資産合計は、前事業年度末と比べ１億20百万円減少し、71億26百万円となりました。主な要因は、現金及び預金

が１億83百万円、繰延税金資産が44百万円増加したものの、電子記録債権が１億59百万円、受取手形及び売掛金が

55百万円、機械及び装置が59百万円減少したこと等によるものです。

 
（負債）

負債合計は、前事業年度末と比べ20百万円増加し、19億92百万円となりました。主な要因は、買掛金が58百万円

減少したものの、賞与引当金が１億27百万円増加したこと等によるものです。

 
（純資産）

純資産合計は、前事業年度末と比べ１億40百万円減少し、51億33百万円となりました。主な要因は、利益剰余金

が１億42百万円減少したこと等によるものです。

 
(３)経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

　

(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(５)研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は22,139千円であります。

 なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年11月20日)

提出日現在
発行数(株)

(2023年12月22日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,000,000 6,000,000
名古屋証券取引所
(メイン市場)

単元株式数　100株

計 6,000,000 6,000,000 ― ―
 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　　　　該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　2023年８月21日～
　2023年11月20日

― 6,000,000 ― 460,000 ― 285,200
 

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2023年８月20日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   2023年８月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

 無議決権株式 ― ― ―

 議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 227,800
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,771,600
 

57,716 ―

単元未満株式 普通株式 600
 

― ―

発行済株式総数 6,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 57,716 ―
 

 

② 【自己株式等】

  2023年８月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
福島印刷株式会社

石川県金沢市佐奇森町ル６ 227,800 ― 227,800 3.80

計 ― 227,800 ― 227,800 3.80
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号。)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(2023年８月21日から2023年11月

20日まで)及び第１四半期累計期間(2023年８月21日から2023年11月20日まで)に係る四半期財務諸表について、かなで

監査法人により四半期レビューを受けております。

 
３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2023年８月20日)
当第１四半期会計期間
(2023年11月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 733,721 917,238

  受取手形及び売掛金 ※１  881,264 825,735

  電子記録債権 ※１  533,101 374,004

  製品 91,376 92,328

  仕掛品 96,267 84,673

  原材料及び貯蔵品 146,845 142,306

  その他 82,189 34,284

  貸倒引当金 △297 △252

  流動資産合計 2,564,469 2,470,319

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,839,223 1,818,287

   機械及び装置（純額） 1,011,469 951,717

   土地 965,106 965,106

   リース資産（純額） 247,388 221,769

   その他（純額） 154,709 160,575

   有形固定資産合計 4,217,896 4,117,455

  無形固定資産 179,276 206,030

  投資その他の資産 ※２  285,503 ※２  332,755

  固定資産合計 4,682,676 4,656,241

 資産合計 7,247,146 7,126,560
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2023年８月20日)
当第１四半期会計期間
(2023年11月20日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 279,880 221,166

  短期借入金 368,000 348,400

  リース債務 105,912 101,886

  未払法人税等 15,830 6,221

  賞与引当金 86,116 213,410

  役員賞与引当金 8,200 2,562

  その他 406,004 426,417

  流動負債合計 1,269,944 1,320,065

 固定負債   

  長期借入金 462,800 443,200

  リース債務 170,810 146,364

  退職給付引当金 40,846 54,884

  資産除去債務 14,351 14,351

  その他 14,025 14,025

  固定負債合計 702,834 672,825

 負債合計 1,972,779 1,992,890

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 460,000 460,000

  資本剰余金 285,200 285,200

  利益剰余金 4,548,610 4,406,147

  自己株式 △96,775 △96,775

  株主資本合計 5,197,034 5,054,571

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 77,332 79,097

  評価・換算差額等合計 77,332 79,097

 純資産合計 5,274,367 5,133,669

負債純資産合計 7,247,146 7,126,560
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 2022年８月21日
　至 2022年11月20日)

当第１四半期累計期間
(自 2023年８月21日
　至 2023年11月20日)

売上高 1,737,499 1,441,166

売上原価 1,375,434 1,233,840

売上総利益 362,065 207,326

販売費及び一般管理費 344,949 358,758

営業利益又は営業損失（△） 17,116 △151,432

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 281 297

 その他 1,050 1,042

 営業外収益合計 1,333 1,340

営業外費用   

 支払利息 2,350 2,211

 営業外費用合計 2,350 2,211

経常利益又は経常損失（△） 16,099 △152,302

特別利益   

 固定資産売却益 219 －

 投資有価証券売却益 463 －

 特別利益合計 683 －

特別損失   

 固定資産除却損 0 0

 特別損失合計 0 0

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 16,783 △152,302

法人税、住民税及び事業税 63,758 583

法人税等調整額 △57,960 △45,056

法人税等合計 5,797 △44,473

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,986 △107,829
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※１

 
 
 

四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処

理しております。

なお前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の前事業年度末日満期手形および電子記録債権が、前

事業年度末残高に含まれております。
 

 
前事業年度

(2023年８月20日)

当第１四半期会計期間

(2023年11月20日)

受取手形 441千円 －千円

電子記録債権 446千円 －千円
 

 
※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の金額

 
前事業年度

(2023年８月20日)

当第１四半期会計期間

(2023年11月20日)

投資その他の資産　　　　 2,212千円 2,212千円
 

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。

 

前第１四半期累計期間
（自　2022年８月21日

   至　2022年11月20日）

当第１四半期累計期間
（自　2023年８月21日

   至　2023年11月20日）

減価償却費 157,722千円 156,504千円
 

 
(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 2022年８月21日 至 2022年11月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年９月29日
取締役会

普通株式 34,561 6.00 2022年８月20日 2022年11月18日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 
３．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間(自 2023年８月21日 至 2023年11月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年９月29日
取締役会

普通株式 34,633 6.00 2023年８月20日 2023年11月17日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 
３．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　　前第１四半期累計期間(自 2022年８月21日 至 2022年11月20日)

当社は、印刷事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

　　当第１四半期累計期間(自 2023年８月21日 至 2023年11月20日)

当社は、印刷事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(収益認関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

品目別に分解した売上高は以下のとおりであります。

  

前第１四半期累計期間
（自　2022年８月21日
　至　2022年11月20日）

当第１四半期累計期間
（自　2023年８月21日
　至　2023年11月20日）

 売上金額（千円） 売上金額（千円）

 
ＢＦ複合サービス 157,609 155,895

 企画商印サービス 20,528 22,087

 
ＩＰＤＰサービス 709,940 581,174

 
ＤＭＤＰサービス 849,420 682,008

 
合　　計 1,737,499 1,441,166

 

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 項目
前第１四半期累計期間
(自 2022年８月21日
至 2022年11月20日)

当第１四半期累計期間
(自 2023年８月21日
至 2023年11月20日)

  １株当たり四半期純利益又は四半期純損失 (△) １円91銭 △18円68銭

  (算定上の基礎)   

  四半期純利益又は四半期純損失(△)　 　(千円) 10,986 △107,829

  普通株主に帰属しない金額　　　　　   (千円) － －

 
 普通株式に係る四半期純利益
           又は四半期純損失(△)       (千円)

10,986 △107,829

  普通株式の期中平均株式数           　 (株) 5,760,199 5,772,199
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 ２ 【その他】

2023年９月29日開催の取締役会において、2023年８月20日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末

配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額                              　　34,633千円

②　１株当たりの金額      　                      　   6円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日  　　2023年11月17日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2023年12月22日

福島印刷株式会社

取締役会  御中

かなで監査法人

東京都中央区
 

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 杉　田　　　昌　則  

 

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 髙　村　　　藤　貴  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている福島印刷株式会

社の2023年8月21日から2024年8月20日までの第72期事業年度の第１四半期会計期間（2023年8月21日から2023年11月20日

まで）及び第１四半期累計期間（2023年8月21日から2023年11月20日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸

借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、福島印刷株式会社の2023年11月20日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重

要な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ

ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい

て報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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